
◎
消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
五
月
一
日
法
律
第
三
四
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
四
月
一
四
日
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
）

○
鳩
山
国
務
大
臣

消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

傷
病
者
の
搬
送
及
び
受
け
入
れ
の
迅
速
か
つ
適
切
な
実
施
を
図
る
た

め
、
都
道
府
県
が
傷
病
者
の
搬
送
及
び
受
け
入
れ
の
実
施
基
準
を
定
め
る

と
と
も
に
、
当
該
実
施
基
準
に
関
す
る
協
議
等
を
行
う
た
め
の
消
防
機

関
、
医
療
機
関
等
を
構
成
員
と
す
る
協
議
会
を
設
置
す
る
等
の
必
要
が
あ

り
ま
す
。

次
に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。第

一
に
、
都
道
府
県
は
傷
病
者
の
搬
送
及
び
受
け
入
れ
の
実
施
基
準
を

定
め
、
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
消
防
機
関
は
傷
病
者
の
搬
送

に
当
た
っ
て
は
実
施
基
準
を
遵
守
し
、
医
療
機
関
は
傷
病
者
の
受
け
入
れ

に
当
た
っ
て
は
実
施
基
準
を
尊
重
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。第

二
に
、
都
道
府
県
は
、
傷
病
者
の
搬
送
及
び
受
け
入
れ
の
実
施
基
準

に
関
す
る
協
議
並
び
に
実
施
基
準
に
基
づ
く
傷
病
者
の
搬
送
及
び
受
け
入

れ
の
実
施
に
係
る
連
絡
調
整
を
行
う
た
め
、
消
防
機
関
、
医
療
機
関
等
で

構
成
さ
れ
る
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
ご
ざ
い
ま

す
。何

と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
四
月
一
七
日
）

○
赤
松
正
雄
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
傷
病
者
の
搬
送
及
び
受
け
入
れ
の
迅
速
か
つ
適
切
な
実
施
を

図
る
た
め
、
都
道
府
県
が
傷
病
者
の
搬
送
及
び
受
け
入
れ
の
実
施
基
準
を

定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
実
施
基
準
に
関
す
る
協
議
等
を
行
う
た
め
の
消

防
機
関
、
医
療
機
関
等
を
構
成
員
と
す
る
協
議
会
の
設
置
等
を
行
お
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
四
月
九
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
同
月
十
四
日
鳩
山

総
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
十
五
日
東
京
消
防
庁
の
災

害
救
急
情
報
セ
ン
タ
ー
の
視
察
を
行
い
ま
し
た
。
本
日
質
疑
を
行
い
、
採

消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
一
三



決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
四
月
一
七
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
べ

き
で
あ
る
。

一
、
大
都
市
圏
を
中
心
に
救
急
搬
送
が
広
域
的
に
行
わ
れ
て
い
る
現
状
に

か
ん
が
み
、
都
道
府
県
が
策
定
す
る
実
施
基
準
が
都
道
府
県
の
区
域
を

越
え
た
広
域
的
な
連
携
に
十
分
配
慮
し
た
実
効
的
な
も
の
と
な
る
よ

う
、
必
要
に
応
じ
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
通
じ
、
都

道
府
県
間
の
調
整
を
図
る
こ
と
。

二
、
受
入
医
療
機
関
選
定
困
難
事
案
や
救
急
搬
送
長
時
間
化
事
案
が
発
生

す
る
根
本
に
は
、
救
急
医
療
に
携
わ
る
医
師
等
の
不
足
と
財
政
措
置
の

不
十
分
さ
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
、
早
急
に
、
そ
の
改
善

に
取
り
組
む
こ
と
。

三
、
救
急
搬
送
体
制
が
必
ず
し
も
救
急
出
場
件
数
の
増
加
に
対
応
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
救
急
業
務
に
係
る
財
政
措
置
の

充
実
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
四
月
二
四
日
）

○
内
藤
正
光
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
傷
病
者
の
搬
送
及
び
受
入
れ
の
迅
速
か
つ
適
切
な
実
施

を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
が
傷
病
者
の
搬
送
及
び
受
入
れ
の
実
施
基
準
を

定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
実
施
基
準
に
関
す
る
協
議
等
を
行
う
た
め
の
消

防
機
関
、
医
療
機
関
等
を
構
成
員
と
す
る
協
議
会
を
設
置
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
船
橋
市
消
防
局
及
び
船
橋
市
消
防
局
救
急

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
現
地
視
察
を
行
う
と
と
も
に
、
協
議
会
で
の
協
議
に
消

防
機
関
の
現
場
の
声
を
反
映
さ
せ
る
必
要
性
、
傷
病
者
の
受
入
れ
に
関
す

る
消
防
機
関
と
医
療
機
関
の
合
意
形
成
の
在
り
方
、
救
急
搬
送
の
広
域
化

に
対
応
し
た
実
施
基
準
の
策
定
、
救
急
医
療
に
携
わ
る
医
師
、
看
護
師
等

の
充
実
策
、
消
防
職
員
の
充
足
率
と
救
急
隊
員
等
の
人
員
確
保
等
に
つ
い

て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
四
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
一
四



以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
四
月
二
三
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に

努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
大
都
市
圏
を
中
心
に
救
急
搬
送
が
広
域
的
に
行
わ
れ
て
い
る
現
状
に

か
ん
が
み
、
都
道
府
県
が
策
定
す
る
実
施
基
準
に
つ
い
て
は
、
都
道
府

県
間
の
調
整
が
図
ら
れ
、
区
域
を
越
え
た
広
域
的
な
連
携
に
十
分
配
慮

し
た
実
効
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
、
情
報
の
提
供
、
助

言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

二
、
救
急
搬
送
・
受
入
れ
に
関
す
る
協
議
会
の
設
置
に
関
し
、
既
存
の
メ

デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会
を
活
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
救
急

業
務
全
体
に
関
し
実
効
性
あ
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制
の
一
層
の
整
備
を
図
る
こ
と
。

三
、
受
入
医
療
機
関
の
選
定
に
困
難
を
伴
う
事
案
や
救
急
搬
送
に
長
時
間

を
要
す
る
事
案
が
多
発
す
る
根
本
原
因
と
し
て
、
救
急
医
療
に
携
わ
る

医
師
、
看
護
師
等
の
不
足
及
び
財
政
措
置
の
不
十
分
さ
と
い
う
問
題
が

あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
早
急
に
そ
の
改
善
に
取
り
組
む
こ
と
。

四
、
消
防
職
員
が
不
足
し
て
い
る
中
、
救
急
出
場
件
数
の
増
加
に
対
す
る

救
急
搬
送
体
制
が
必
ず
し
も
十
分
に
対
応
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
な
い

こ
と
を
踏
ま
え
、
救
急
業
務
に
係
る
財
政
措
置
を
拡
充
す
る
こ
と
。
ま

た
、
救
急
業
務
の
確
実
な
実
施
及
び
一
層
の
高
度
化
を
推
進
す
る
観
点

か
ら
、
救
急
隊
員
等
の
人
員
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
教
育
の
更
な
る

充
実
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
一
五


